
な ん た ん し じ ん け ん し さ く き ほ ん ほ う し ん

じんけん しあわ い け ん り たいせつ

な ん た ん し かんが

ねん がつ

「人権（Human Rights)」は、幸せに生きるためにみんなが持っている権利です。
じんけん しあわ い も けんり

そして、その幸せの考え方や感じ方は人によってちがいます。
しあわ かんが かた かん かた ひと

南丹市は、このちがいをわかりあい、自分や周りの人の「人権」を大切にしながら、
な ん た ん し じ ぶ ん まわ ひと じんけん たいせつ

一緒に生きていける社会をつくりたいと考えています。
いっしょ い しゃかい かんが

１ 人権施策基本方針について
じんけん しさく きほん ほうしん

２ 人権の歴史と今の 状況 について
じんけん れ き し いま じょうきょう

３ 「人権」を大切にするために考えていること
じんけん たいせつ かんが

４ 「人権」を大切にするために必要なこと
じんけん たいせつ ひつよう

５ いろいろな人権の問題に取り組む
じんけん もんだい と く

６ 南丹市に住んでいるみなさんやグループ、会社の方へ
なんたんし す かいしゃ かた

概 要 版（簡単な紹介）
がい よう はん

かんたん しょうかい

～多様性を認めあい 共に支えあう社会の実現に向けて～
たようせい みと とも ささ しゃかい じつげん む

今後も 改定していきます



人権施策基本方針について
じんけん しさく きほん ほうしん

方針について
ほうしん

人権の歴史と今の状況について
じんけん れきし

人権を大切にするための歴史
じんけん たいせつ れきし

「人権」の今の 状況
じんけん いま じょうきょう

１

南丹市は、市のいろいろな仕事をするときには、いつもみなさんの
なんたんし し し ご と

「人権」を大切にしなければならないと考えています。「南丹市人権施策
じんけん たいせつ かんが なんたんし じんけん しさく

基本方針」には、「人権」を大切にするための考え方や、市がどんなこと
きほん ほうしん じんけん たいせつ かんが かた し

をしていくのかが書いてあります。
か

２

1948年、国際連合（United Nations）の話し合いの場で、「すべ
こくさいれんごう はな あ ば

ての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等
にんげん う じゆう そんげん けんり びょうどう

である」とする「世界人権宣言」が決められました。
せかい じんけん せんげん き

その後、世界人権宣言を実現するため、「国際人権規約（きまり）」や、
ご せかい じんけん せんげん じつげん こくさい じんけん きやく

人権を大切にするためのたくさんのきまりや約束が決められました。
じんけん たいせつ やくそく き

社会には、今もまだいろいろな人権問題があります。最近では、インター
しゃかい いま じんけん もんだい さいきん

ネット上で人を傷つけるような悪口を書いたりすることで、大切な人の命
うえ ひと きず わるぐち か たいせつ ひと いのち

が失なわれるなどの問題が起こっています。
うし もん だい お

また、地震や台風などの災害が起こった時に、みんなが慌ててしまうこ
じしん たいふう さいがい お とき あわ

とで、人権を考える気持ちが薄くなり、いつも社会的に弱い立場にある
じんけん かんが きもち うす しゃかいてき よわい たちば

人たちが、さらに厳しい 状況になるなど、いろいろな人権問題も出てき
ひと きび じょうきょう じんけん もんだい で

ています。



[南丹市に住んでいるみなさんが「人権」についてどのように考えているかを調べました]
なんたんし す じんけん かんが しら

あなたが関心のある「人権」の問題は どれですか
かんしん じんけん もんだい

１番多かった答え 障 がいのある人の人権 ４ 番 目 子どもの人権
ばんおお こた しょう ひと じんけん ば ん め こ じんけん

２ 番 目 インターネットでの人権 ５ 番 目 高齢者の人権
ばん め じんけん ばん め こうれいしゃ じんけん

３ 番 目 女性の人権
ば ん め じょせい じんけん

「人権」を大切にするために南丹市が考えていること
じんけん たいせつ な ん た ん し かんが

南丹市がめざす社会
なんたんし しゃかい

一人ひとりの「人権」を大切にし、支え合いながら、みんなが一緒に生きる社会
ひとり じんけん たいせつ ささ あ いっしょ い しゃかい

▶めざす社会を作っていくためのみちのり
．．．．しゃかい つく

●次のふたつのステップでゴールをめざします
つぎ

南丹市の今 ～ 2024年の市民へのアンケート ～
なんたんし いま ねん し み ん

Q

A

３

「多様性を認め合い共に支えあう社会」へ
た よ う せ い み と め あ い と も さ さ え し ゃ か い

第１ステップ：『いろいろなところで 人権について学びます』
じんけん まな

第２ステップ：『いっしょに学ぶたくさんの人が
まな ひと

ともだちになっていきます』

☆ゴール☆ 一人ひとりの「人権」を大切にし、支え合いながら、みんなが一緒に生きる社会
ひとり じんけん たいせつ ささ あ いっしょ い しゃかい



「人権」を大切にするために必要なこと
じんけん たいせつ ひつよう

【１】「人権」の問題をよく知る
じんけん もんだい し

【２】「人権」問題の解決方法をみんなで考える
じんけん もんだい かいけつほうほう かんが

【３】みんなで 協力 して「人権」問題を解決していく
きょうりょく じんけん もんだい かいけつ

４

「人権」の問題について、しっかりと分かっていないと差別がおこることがありま
じんけん もんだい わ さべつ

す。そのために、人権の問題を研修会などで学習します。学校では、こどもの年に
じんけん もんだい けんしゅうかい がくしゅう がっこう とし

合わせて「人権」についての教育を行います
あ じんけん きょういく おこな

そして、こどもからお年寄りまでのみんなが、問題をよく知り、差別をなくすよう
としより もんだい し さべつ

に考えます。
かんが

社会にはいろいろな「人権」問題があります。しかし、その問題についてはっきりわ
しゃかい じんけん もんだい もんだい

かっていなかったり、問題をなくすために何をしたらいいのかがわからなかったりし
もんだい なに

ます。
南丹市に住んでいるみなさんの意見や「人権」についての学習の例を集めて、
なんたんし す いけん じんけん がくしゅう れい あつ

問題についてよく知ることができるようにします。
もんだい し

「人権」の問題を学習することで、差別は許されないということや、自分の人権
じんけん もんだい がくしゅう さべつ ゆる ふんふん じんけん

と同じように他の人の人権も大切であることが分かってきます。そして、たくさんの
おな ほか ひと じんけん たいせつ わ

人が分かるようになることで、人権を大切にする社会がつくられます。
ひと わ じんけん たいせつ しゃかい

いちばん大事なことは、社会のみんなが 協力 し合うことです。国や京都府、多
だい じ しゃかい きょうりょく あ くに きょうとふ おお

くの市や町、人権を考えるグループなど、みんなが協 力できるようにします。
く し まち じんけん かんが きょうりょく



いろいろな人権の問題に取り組む
じんけん もんだい と く

社会にはいろいろな「人権」の問題があります。それらの問題をなくしていくためには、問題に
しゃかい じんけん もんだい もんだい もんだい

つて、よく知り、みんなで話し合い、考えていくことが必要です。
し はな あ かんが ひつよう

南丹市では、次のように問題に取り組んでいきます。
な ん た ん し つぎ もんだい と く

●生まれた場所による差別（同和の問題）
う ばしょ さべつ どうわ もんだい

日本の歴史のなかで作られた差別により、今でも、生まれた場所が原因で差別され
にほん れきし つく さべつ いま う ば しょ げんいん さ べつ

る問題があります。この問題をみんなが知って、正しく理解し、差別しなくなるようにしま
もんだい もんだい し ただ り かい さ べつ

す。

●こどもの人権
じんけん

いじめ、ヤングケアラー（大人の代わりに家族の世話や介護をしているこども）、虐待
おとな か か ぞく せ わ かい ご ぎゃくたい

（親などがこどもを殴ったり食べ物をあげなかったりすること）などが問題です。いじめ
おや なぐ た もの もんだい

や虐待をなくし、こどもが健康で元気に暮らせるようにします。
ぎゃくたい けんこう げん き く

●女性の人権
じょせい じんけん

女性が政治などの社会の活動の場にもっと参加できるようにします。性別に関係なく、
じょせい せいじ しゃかい かつどう ば さんか せいべつ かんけい

同じ立場で 協力 して、よりよい社会を作ります。
おな たちば きょうりょく しゃかい つく

●高齢者（お年寄り）の人権
こうれいしゃ としより じんけん

こどもの数が減り、お年寄りの数が増えています。虐待を受けたり、振り込め詐欺
かず へ り としよ かず ふ ぎゃくたい う ふ こ さ ぎ

（電話で嘘の話をして、たくさんのお金をだましとる犯罪）の被害にあうお年寄りがい
でんわ うそ はなし かね はんざい ひがい としより

ます。お年寄りが安心して暮らすことができるようにします。
とし よ あんしん く

●障がいのある人の人権
しょう ひと じんけん

障がいがある人のことを、みんながよく知ることができるようにします。障がいがあ
しょう ひと し しょう

る人もない人も、一緒に安心して暮らせる社会を作ります。
ひと ひと いっしょ あんしん く しゃかい つく

５



●外国人の人権
がいこくじん じんけん

国や文化が違っていても、同じ南丹市に住んでいる人のことをみんなが理解できるよ
くに ぶんか ちが おな なんたんし す ひと りかい

うにします。みんなが一緒に安心して暮らせる社会を作ります。
いっしょ あんしん く しゃかい

●性的少数者の人権
せいてき しょうすうしゃ じんけん

LGBTQ などの人（同じ性別の人を好きな人や、心と体の性別が同じではない人
ひと おな せいべつ ひと す ひと こころ からだ せいべつ おな ひと

など）が自分らしく生きることができる社会にします。性的嗜好（どんな性の人を好きに
じぶん い しゃかい せいてき しこう せい ひと す

なるか）や性自認（心の性、自分の性をどう思うか）は人それぞれです。差別や暮らし
せい じにん こころ せい じぶん せい おも ひと さべつ く

の中で困ることがないようにします。
なか こま

●インターネットのこと

インターネットで「人権」を傷つけられる人がいないようにします。こどもも大人も、イ
じんけん きず おとな

ンターネットの良いところと悪いところ、気をつけなければならないことを、知ることがで
よ わる き し

きるようにします。

●そのほかの人権問題
じんけん もんだい

ハンセン病やその家族、エイズ患者やその家族、先住民族（アイヌ民族）、犯罪
びょう かぞく かんじゃ かぞく せんじゅう みんぞく みんぞく はんざい

被害者やその家族、ホームレスの人、北朝鮮に拉致された（連れて行かれた）人、地震
ひがいしゃ かぞく ひと きたちょうせん らち つ い ひと じしん

などの被害にあった人、大切な人を自死（自分で死ぬこと）で亡くした人などの「人権」
ひがい ひと たいせつ ひと じし じぶん し な ひと じんけん

を大切にします。
たいせつ



南丹市に住んでいるみなさんやグループ、会社の方へ
な ん た ん し す かいしゃ かた

「これは人権の問題ではないだろうか」と感じたことはありませんか。「人権」の問題で困っ
じんけん もんだい かん じんけん もんだい こま

ているときは、相談ができます。
そうだん

（※お金はかかりません。あなたが相談したことを、ほかの人に話しません。）
かね そうだん ひと はな

相談のしかた
そうだん

▶人権擁護委員に会って相談します
じんけん ようご いいん あ そうだん

▶予約が必要です。（予約電話 ０７７１－６２－０２０８）
よやく ひつよう よやく でんわ

相談のできる曜日・場所など
そうだん ようび ばしょ

▶決められた相談日によって場所が変わります。予約電話で確認ください。
き そうだんび ばしょ か よやく でんわ かくにん

人権について相談したいとき
じんけん そうだん

「特設人権相談」（日本語）／京都地方法務局
とくせつ じんけん そうだん にほんご き ょ う と ち ほ う ほ う む き ょ く

6

「人権」の問題をなくすためには、南丹市に住んでいるみなさんや
じんけん もんだい なんたんし す

地域のグループ、会社の方などの 協力 が必要です。
ちいき かいしゃ かた きょうりょく ひつよう

みなさんが「人権」について学習したり、「人権」のためにしている活動を
じんけん がくしゅう じんけん かつどう

手伝います。
て つだ



相談のしかた
そうだん

▶人権擁護委員か、法務局という役所のスタッフと電話で話します。
じんけん ようご いいん ほうむきょく やくしょ でんわ はな

▶電話番号 ０５７０ー００３－１１０（ＩP電話、PHSからは電話できません）
でんわ ばんごう でんわ でんわ

相談のできる曜日・場所など
そうだん ようび ばしょ

▶月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：１５（祝日や年末年始は休み）
げつようび きんようび ごぜん ごご しゅくじつ ねんまつ ねんし やす

相談のしかた
そうだん

▶この電話は、外国語の通訳の会社につながったあと、法務局という役所につながります。
でんわ がいこくご つうやく かいしゃ ほうむきょく やくしょ

▶電話番号 【外国語人権相談ダイアル】０５７０－０９０－０９１１
でんわ ばんごう がいこくご じんけん そうだん

英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語
えいご ちゅうごくご かんこくご ご ご ご ご

スペイン語、インドネシア語、タイ語
ご ご ご

相談のできる曜日・場所など
そうだん ようび ばしょ

▶月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：００（祝日や年末年始は休み）
げつようび きんようび ごぜん ごご しゅくじつ ねんまつ ねんし やす

「人権」の学習をはじめたいとき、相談ができます。 （※お金はかかりません。）
じんけん がくしゅう そうだん かね

相談のしかた
そうだん

▶南丹市役所の「人権政策課」（中央 庁舎の２階）へ来てください
なんたんし やくしょ じんけんせいさくか ちゅうおうちょうしゃ かい き

▶電話番号 人権政策課（0771－68－0015）
でんわ ばんごう じんけん せいさくか

相談のできる曜日・場所など
そうだん ようび ばしょ

▶月曜日～金曜日 午前８：３０～午後５：００（祝日や年末年始は休み）
げつようび きんようび ごぜん ごご しゅくじつ ねんまつ ねんし やす

「人権」のことを学習したいとき
じんけん がくしゅう

電話での相談（日本語）／「みんなの人権１１０番」
でんわ そうだん にほんご

電話での相談（外国語）
でんわ そうだん がいこくご



南丹市人権施策基本方針(概要版)
なんたんし じんけん しさく きほん ほうしん がいよう ばん

２０２５年３月
ねん つき

南丹市 市民部 人権政策課
なんたんし しみんぶ じんけん せいさくか

〒622-8651

南丹市園部町小桜町４７番地
なんたんし そのべちょうこざくらまち ばんち

TEL 0771-68-0015

FAX 0771-68-2850


